
令和８年度 予算のお知らせ

２月２４日に行われました健保組合会にて、令和８年度の予算が承認されましたので、報告いたします。
一般勘定

オカムラグループ健康保険組合

健康保険組合では、介護保険および子ども・子育て支援金については、国への納付のための徴収業務を代行するのみ
です。介護勘定・子ども子育て支援金勘定を健康保険活動に利用することはありません。

介護保険は、市区町村に代わり、
４０歳以上・６５歳未満の方に
保険料を徴収し、介護納付金として
国に納めています。

子ども子育て支援金は、令和８年度４月から
（５月の給与から）被保険者の全年齢の方より
支援金を徴収し、納付金として国に納めます。

全世代の方が、子ども子育てを支援していく
ための制度です。

「子ども・子育て支援制度」とは・・・

※子ども家庭庁ＨＰより一部抜粋

子育て支援を拡充するため、高齢者を含む全ての世代や企業の皆様から拠出いただく子ども・子育て支援金は、児童
手当の拡充やこども誰でも通園精度などの給付を通じて現役世代に還元されるものです。

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido#2
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